
台所の床張り替え工事中、の
こぎりで誤ってガス管を切断し
たガス漏洩事故。

リフォーム工事の際に住宅内の消費配管を破損し
漏えい （令和7年11月29日 三重県内）

消費者がリフォーム
工事を大工さんに依頼。
台所の床張り替えのた
め床をのこぎりで切断
したところ誤ってガス
管を損傷した。ガス元
栓閉止後、販売店に出
動要請。
販売店による緊急出動。
応急措置、後日修繕。

事故の原因

・他工事における事前連絡、調整の不徹底

事故の教訓
・工事の際は販売店等へ連絡するよう消費者や工事業者への周知
・配管施工図面等の作成、保管、引継の徹底、現場へ適切な表示

【参考HP】「建設工事等におけるガス管損傷事故の防止について（経済産業省 R73.3）
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/oshirase/2025/03/20250303-01.html
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